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午前11時01分開会 

○小田部照委員長 ただいまから、総務経済委員会

を開会いたします。 

 本日、栗田委員より欠席の届出が出ておりますの

で、御報告させていただきます。 

 今回の委員会では、議件２件について協議いたし

ます。 

 それではまず初めに、議件１、第５次網走市行政

改革推進計画について説明を求めます。 

○佐々木司企画調整課長 第５次網走市行政改革推

進計画について説明いたします。 

 資料１号を御覧ください。 

 本計画は１つ目に、平成28年度から令和２年度を

計画期間とする第４次行政改革推進計画の効果検

証、２つ目に、令和３年度から令和７年度を計画期

間とする、新たな行政改革推進計画の取組、３つ目

に、それによる効果や収支などの見込み、大きくこ

の３点で構成をしております。 

 ２ページを御覧ください。 

 ４次行革の検証でございます。 

 ４次行革では、計画期間内で26億円の収支不足が

見込まれたことから、効果額を16億8,000万円と定

め、人件費の抑制、公有財産の適正管理、歳出の削

減、歳入の確保など、財政健全化に取り組んでまい

りました。 

 その結果、目標を約30億円上回る、46億7,500万

円の改善が図られ、収支不足を解消するとともに、

基金残高は約22億円の増となりました。 

 市債残高は、見込みを31億円超える320億円とな

りましたが、計画開始時の残高344億円と比較いた

しますと、24億円の減でございまして、財政状況の

改善について一定の成果があったものと考えており

ます。 

 なお、市債残高につきましては、臨時財政対策債

など、市の負担を伴わない市債100億円を除く、実

質的な残高は220億円でございます。 

 １、市行政改革の効果額でございますが、総人件

費につきましては、持ち家手当の廃止や、期末勤勉

手当での役職加算の凍結などにより、目標どおりの

抑制を図ることができました。 

 その下、歳出削減につきましては、事務事業の見

直しや予算執行時の削減努力により、目標を超える

成果を得ることができました。 

 その下、歳入確保につきましては、ふるさと納税

制度の活用において、多くの方に当市を応援してい
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ただき、目標を超える成果を得ることができまし

た。 

 次に３ページを御覧ください。 

 計画期間中に重点的に取り組むとした３点につい

てでございますが、１、人口減少社会に対応した質

の高い行政サービスの提供は、（１）子育て支援の

充実において、小中学生の通院医療費の助成など、

アからサに記載の項目を実現してまいりました。 

 (２)公共施設の耐震化対策の検討においては、施

設の機能を維持するための手法の検討を進め、新た

な庁舎の建設基本構想を策定いたしました。 

 （３）地方行政サービス改革の推進においては、

戸籍の電算化による窓口の効率化など、アからカに

記載の項目を実現してまいりました。 

 このほか、休日内科急病センターの開設を初め、

（４）その他、アからオに記載の項目などを実現し

てまいりました。 

 次に４ページを御覧ください。 

 重点取組の２つ目、総合戦略に対応する市役所の

組織体制づくりでは、組織機構の見直しによるウの

再編を実施いたしました。 

 具体の再編内容は（１）に記載のとおりでござい

ます。 

 また、（２）ワーク・ライフ・バランスの推進で

は、働きやすい職場環境づくりに努め、時間外勤務

の縮減や、年次有給休暇の取得を促進してまいりま

した。 

 （３）職員の資質向上や意識改革では、人材育成

の一環とした人事評価制度の導入などに取り組んで

まいりました。 

 次に５ページを御覧ください。 

 重点取組の３つ目、健全な財政運営では、歳出の

削減と歳入の増加に努めてまいりました。 

 歳出の削減においては、総人件費を抑制するた

め、職員数は350名を上回らないことを基本に、定

数を管理してまいりました。 

 職員数の推移が（１）に記載のとおりでございま

す。 

 （２）事務事業の見直し及び予算執行努力では、

予算編成時における事務事業の見直しやコスト意識

に基づく予算執行努力に努め、資料に記載の成果を

得ることができました。 

 (３)公有財産の適正管理では、統廃合や解体な

ど、施設総量の縮減を図ってまいりました。 

 歳入増加の面では、（４）多様な歳入の確保のと

おり、市有財産の売却、ふるさと納税制度の推進に

努めてきたところであり、特別会計においては、網

走港整備特別会計の赤字は２億7,900万円、能取漁

港整備特別会計の赤字は３億8,300万円の改善が図

られました。 

 次に、６ページを御覧ください。 

 第５次行政改革の方針でございます。 

 令和３年度当初予算を基礎とした、令和７年度ま

での中期的な財政収支を試算したところ、約28億円

の収支不足が見込まれる結果となりました。 

 人口減少や少子高齢化社会を迎え、経済成長、産

業、社会保障費など様々な分野への影響が懸念され

る中、当市においては、公共施設の耐震化や長寿命

化、ごみ処理施設の整備などに取り組まなければな

らないことに加え、新型コロナウイルス感染症の拡

大により、新しい生活様式への転換、働き方改革、

ＤＸの推進など様々な変革が必要に迫られていま

す。 

 また、今後の財政状況については、社会保障費な

どの義務的経費の増加により、裁量的経費が十分に

確保できない見通しにあります。 

 このような状況のもと、継続的、安定的に行政サ

ービスを提供していくには、デジタル技術を積極的

に活用し、一層の事務事業の効率化と、市民サービ

スの向上を図ることが必要であると考えており、時

代の流れを的確に捉えながら、行政改革に努めてい

くことといたします。 

 １、行政改革の計画期間は、令和３年度から令和

７年度までとし、社会経済情勢の変化など、必要に

応じて見直しを行ってまいります。 

 次に７ページを御覧ください。 

 ２、計画の位置づけですが、本計画は、網走市Ｄ

Ｘ推進計画と連携、補完を図りながら、総合計画、

総合戦略に掲げる目標の実現に寄与するものといた

します。 

 それぞれの関係は７ページの相関図を参照願いま

す。 

 次に、８ページを御覧ください。 

 第５次行革では４点について重点的に取り組んで

まいります。 

 重点取組の１番、新しい日常に対応した行政サー

ビスの提供では、デジタル技術の活用を念頭に、既

存の行政サービスを抜本的に見直し、新たな日常に

対応した行政サービスの提供を推進することといた

します。 
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 (１)市民サービスのデジタル化では、どこでも誰

でも、市民サービスを享受できるよう、デジタルの

力でもう一つの市役所、手のひら行政の構築を推進

いたします。 

 具体の取組はアからクに記載のとおりです。 

 （２）行政運営のデジタル化では、デジタルを活

用した業務の効率化により、多様な市民ニーズに対

応できる持続可能な行政運営に努めてまいります。 

 具体の取組は、アからオに記載のとおりです。 

 （３）重点的に取り組む市民サービスでは、事務

事業の見直し、効率化を図りながら、アからカに記

載の項目を中期的な重点項目とし、市民サービスの

充実に努めてまいります。 

 次に、９ページを御覧ください。 

 重点取組の２番、社会情勢の変化や多様な市民ニ

ーズへの対応を可能とする組織では、350名の職員

定数を基本としながら、育児休業取得者の代替、感

染症の影響による一時的な人員不足、臨時的業務の

発生などにも対応できる、柔軟な職員配置に努めて

まいります。 

 (１)柔軟かつ効率的な組織の構築では、職員個々

の知識や経験を組織的に共有し、突発的な業務にも

迅速に対応できるよう、柔軟かつ効率的に職員を配

置する組織運営を目指すとともに、定年を段階的に

引き上げ、経験や知識、技能を次世代の職員へ継承

してまいります。 

 （２）職員の資質向上、人材育成では、体系的か

つ効果的な研修会の開催や研究機関への派遣を通じ

て、自ら考え、行動し、解決していく職員の育成に

努めてまいります。 

 （３）働き方改革の推進では、ワーク・ライフ・

バランスの推進やテレワークの導入など、職員が意

欲と能力を十分に発揮できる、働きやすい環境づく

りに努めてまいります。 

 次に10ページを御覧ください。 

 民間活力の活用では、事務事業など民間委託の導

入、指定管理者制度の導入、業務の民営化につい

て、市が行政責任を果たす上で必要な監督権などを

留保した上で、それぞれアからウに記載の項目を検

討基準としながら、継続的に検討、研究を進めてま

いります。 

 次に、11ページを御覧ください。 

 重点取組の３番、健全な財政運営では、常に中期

的な視点に立った財政運営に努めることとし、計画

期間中に見込まれる28億円の収支不足は、（１）事

務事業の見直し及び予算執行努力、(２)多様な歳入

の確保、(３)特別会計の健全化に記載の取組によ

り、最大限の圧縮を図り、なお、不足する分は基金

を活用してまいります。 

 また、計画期間終了時の取り崩し可能な基金残高

は、計画開始時の残高、約34億円と同水準を確保す

ることを目標とします。 

 その下、重点取組の４番、公有財産の適正管理で

は、網走市公共施設等総合管理計画に沿って、施設

の利用状況や安全性、経済性などの要素を勘案しな

がら、施設総量の縮減を検討するとともに、計画的

な改修により、可能な限り長寿命化を図ってまいり

ます。 

 次に12ページを御覧ください。 

 行政改革推進計画の実行による効果の見込み額で

す。 

 １、事務事業の見直し及び予算執行努力では、計

画期間中に16億円の歳出削減を見込んでおります。 

 その下、２、多様な歳入の確保では、計画期間中

に２億円の歳入増加を見込んでおり、２つを合わせ

た行革効果額は18億円を見込んでおります。 

 次に13ページを御覧ください。 

 行政改革に取り組んだ結果の収支などの見込みで

ございます。 

 １、収支の見込みですが、計画期間中に見込まれ

た28億円の収支不足は、18億円の行革効果により、

約10億円に圧縮する見込みです。 

 その下、２、基金残高の見込みですが、約10億円

に圧縮した収支不足は、基金の取り崩しにより対応

することとし、取り崩し後の残高は、計画期間終了

時で約22億円を見込んでおります。 

 その下、３、市債残高の見込みは、計画期間終了

時では約321億円になるものと見込んでおります。 

 なお、臨時財政対策債など、市の負担を伴わない

実質的な市債残高は217億円と見込んでおり、計画

開始時の実質的な市債残高220億円に比べ、３億円

の削減が図られるものと考えております。 

 行革期間中の中期財政見通しなどは、14ページ以

降の資料を御参照願います。 

 第５次行政改革推進計画の説明は以上でございま

す。 

○小田部照委員長 それでは質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○村椿敏章委員 今回の、行革の推進計画につい

て、出された時期というかですね、今の予算議会を
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前にして、時期があまりにも遅過ぎるのではないか

と、私は率直に言って感じました。 

 実際、令和３年度、ちょうど１年前の予算委員会

のときに、４次行革が今回終わると、５次行革はど

のような方向に向かっていくのだという質疑も多々

あったと思うのですね。 

 そんな中で近々出てくるだろうなというのは感じ

てはいたのですけれども、これが遅くなった理由、

この時期に、この委員会でいろいろ議論すると言っ

ても、時間がなさすぎるのではないのかなと感じて

います。 

 ＤＸのこともありますが、第４次行革の検証です

か。 

 この検証は、どれを見ても、今年度、令和３年度

で、出せなかった部分ではないと思うのですね。 

 検証自体は、ある程度検証できた時点で示すこと

もできたのではないのかなと思っています。 

 そんなことで、まずこの遅くなった理由ですね、

その辺について説明していただきたいと思います。 

○佐々木司企画調整課長 新しい行革をお示しする

時期が遅れたことについての理由でございます。 

 委員おっしゃるとおり、検証結果についてはもう

少し早いタイミングでお示しをすることができたか

もしれません。 

 第５次行革の計画を作成するに当たっては、一

つ、今回については、同時並行的に進めております

ＤＸの推進、ここと整合性を図る必要があるという

こと、またその計画自体については、国のデジタル

施策の方向性を見極める必要があったということが

一つございます。 

 あと、歳入の面においては、ふるさと納税制度の

取組、ここが非常に比率としては高いものがござい

まして、こちらの動向を正確に見極める必要があっ

たということ。 

 中期見通しについては、秋の段階ではある程度作

成をしておりましたが、その見込みどおりにふるさ

と納税の傾向が、正しいものかどうかということを

ひとつ検証する必要があったということ。 

 計画の策定が遅れましたのは、こういった理由に

よるものでございます。 

○小田部照委員長 村椿委員よろしかったですか。 

○村椿敏章委員 私もそのような答弁が返ってくる

かなと思いつつ質問させてもらいましたが、やはり

新しい行革なので、かなりもんだ上で行革を決めて

いかなければならないのではないかなと思います。 

 ちょっと今の答弁ではなかなか納得いかないとこ

ろですが、まずは、これで中断させてもらいます。 

○小田部照委員長 ほかの委員いかがでしょうか。 

○平賀貴幸委員 何点か伺わせていただきます。 

 まず、第４次までの行革の場合は、民営化する施

設、民営化を検討する施設、指定管理者制度を検討

する施設、民間委託を検討する業務というふうに、

ある程度その個別具体的に、業務や施設を名称を絞

りながらですね、取り組んできたという経過がある

と思っています。 

 今回は、それについてはないというふうに受け止

めているのですけれども、何か変更になった理由は

あるのですか。 

○佐々木司企画調整課長 委員おっしゃるとおりで

して、今回、指定管理者など、あるいは民間への業

務委託というところでは、具体の施設名などは提示

をしておりません。 

 第４次行革期間内において、計画に定めたとおり

施設等民営化、あるいは指定管理者制度の導入な

ど、検討を進めてまいったところではありますが、

なかなかその様々な事象の変化等々がございまし

て、実現に至らなかったという側面がございます。 

 それらの施設につきましては、現状、並行してさ

らに議論を進め、研究検討を進めていくこととして

おりますが、第５次行政改革策定時点では、なかな

か引き受けですとか、管理体制の確立等実行できる

めどが立っていないこともございまして、具体の施

設名を挙げずに、検討事項を定めながら、引き続き

調査研究を進めていく、こういった方向性としたと

ころでございます。 

○秋葉孝博企画総務部長 もう少し具体的に説明を

させていただきます。 

 まず、４次行革の中ですが、すずらん、たんぽ

ぽ、北児童館、それから静湖園のこれの民営委託と

除雪を含む土木施設の管理業務の委託が実施をされ

ました。 

 ４次行革で取り組めなかったことですが、ひまわ

り保育園のほか、児童館が残っています。 

 この項目については、子供の数は減少傾向にあり

ますが、幼稚園、認定こども園、これが認定こども

園化になり、令和元年10月からはですね、幼児教

育、それから保育の無償化、さらにやはり近年、共

働きが増えている状況が一つあるのかなと。 

 子供の数は減っているのですが、利用者数の減少

がそれに比べて鈍化しているというのは現状です。 
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 現在ですね、ひまわり保育園が、定員60名程度あ

りまして、このひまわり保育園を民営化または廃止

にするような、現状にはないということがありま

す。 

 さらに近年、傾向として手のかかるお子さんが数

名いらっしゃるということもありまして、そういう

ことを踏まえますと、ひまわり保育園の民営化を現

時点で、今後５年間考えてもですね、これを廃止す

ることは困難だという認識とともにですね、逆に、

療育センターふわりですね、それから子育て支援セ

ンターのひまわり保育園も中心としながらですね、

子育て関連施設の維持ですとか機能強化、こうした

ことを図らなければいけないと。 

 現状としては子育て関連施設については民営化の

考えは、現時点ではありません。 

 その他の施設でいきますと、社会教育施設、それ

から市営住宅管理の指定管理者制度の導入というの

は掲げておりました。 

 業務委託では住民票の交付などを掲げておりまし

た。 

 検討の状況としましては、社会施設につきまして

は、やはりその専門性を必要とする人材が必要とい

うことで、現時点で受託可能な事業者がいない状況

にあります。 

 それでまた、市営住宅の管理は検討したのです

が、経費の面で削減にはつながらないということが

わかりました。 

 窓口業務につきましては、今まさにですね、デジ

タル化を進めなければならないということで、業務

自体が、現時点では、このまま業務委託できるよう

な状況にはございませんので、以上のことから、今

回の行革については、業務名ですとか施設名、こう

したものを明記しておりません。 

 ただ、その他の施設も含め、業務も含めまして、

民営化といいますか、市民サービスの向上に向けて

の、そうした検討なり研究というのは必要というこ

とで、今回につきましては検討基準を設けてです

ね、引き続き、そうした考えのもと検討なり研究は

進めていくという記載にしております。 

○平賀貴幸委員 詳細な説明いただいて、ある程度

理解させていただきたいと思いますが、いろいろ取

り方次第で、想定しなかったものも取り組めるとい

うふうに、逆に思えることも正直あるのですよね。 

 実際に４次行革のときにも想定していなかったも

のが、取り沙汰されることもあったので、そういっ

たところが一つ心配というか、考えておかなければ

いけないなと思いますけれども、気になるのは、指

定者制度が始まってしばらくたつのですけれども、

行革の中にはこの指定管理者制度そのものの検証を

行うという表現や文言がないのですよね。 

 実際に指定管理者をしていたけれども、できなく

なって廃止されたものも実際あったりしますし、実

際に指定管理者を導入して、果たしてその効果は十

分にあったのかどうかというところも、もしかした

らあるのかもしれないことを考えると、そういった

検証も中に入っていく必要があったのではないかな

と思いますけれども、それが入ってないのには何か

理由があるのですか。 

○秋葉孝博企画総務部長 指定管理者制度につきま

しては、予算を通じてですが、３年に１度は、その

状況ですとか課題整理も含めて、担当課のほうで、

毎年なり、必要な委託先の方とのヒアリングをやっ

ておりますし、基本的に指定管理者制度、予算措置

がありますので、３年に１度は中間見直しという形

をとって、そうした課題の整理ですとか、予算の状

況についてはチェックをしておりますので、個別に

行革計画で取り上げてそれを検証するというところ

には記載はしていないのは、そういう理由でござい

ます。 

○平賀貴幸委員 わかるのですけれども、それはそ

れとして、私はやっぱり指定管理者制度というもの

を行政が取り入れるということ自体が、果たしてど

うだったのかという検証は、そろそろ必要な時期だ

と思っているものですから、本来は、私はここの行

革の中にも、それを入れて欲しかったなと思ってい

るところです。 

 そこはちょっと、また機会を改めてですね、議論

しなければいけないなというふうに思いますので、

果たして思っているほどの効果を上げているのかと

いう点と、それから今後指定管理者制度というの

は、本当に維持できるのかという点で、ちょっと疑

問がそろそろ、いろんなところから上がってきてい

るものですから、そこの検証が行革の中で私は十分

やっていくものの一つだというふうに思っていると

いうことだけはお伝えしておきたいと思います。 

 それから、数値目標の設定ですけれども、４次行

革の時にＫＰＩですね、を含めて検討するという表

現も確かあったというふうに記憶しておりますが、

今回は、そこについては、私が探せなかっただけな

のかな、特になかったような気がするのですけれど
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も、その辺についてはどう認識したらいいでしょう

か。 

○小田部照委員長 暫時休憩いたします。 

午前11時27分休憩 

午前11時29分再開 

○小田部照委員長 再開いたします。 

 平賀委員の質問に対する答弁から。 

○佐々木司企画調整課長 行政改革の取組の結果に

ついての検証及びＫＰＩでございますが、こちらに

ついては、総合戦略で定めたＫＰＩをもって効果検

証を進めております。 

 従いまして、今回、第５次の行政改革の中には記

載をしないことといたしました。 

○平賀貴幸委員 進めていることは、当然総合戦略

があるので、当然なのですけれども、何で行革の中

に書かなくていいことになるのか、ちょっといま一

つわからないのですけれども。 

 以前あったものをあえて書かないに何か意味があ

るのですか。 

○佐々木司企画調整課長 ＰＤＣＡサイクルによる

効果検証をＫＰＩの達成に向けた効果検証について

は、総合戦略のほうでするというふうにしておりま

すので、改めて、行政改革のほうで再掲をしなかっ

たということでございます。 

○平賀貴幸委員 書かなかったら何か大きく変わる

ものではないということなのだろうなと思います

が、そこを踏まえながらやっていくのだと思いま

す。 

 それから先ほど、村椿委員の質問の中にもありま

したけれども、作成が遅れていたというよりは、期

間が空いてしまったのだと思うのですよね。 

 ４次行革の計画から今回の５次行革まで、期間が

空いたことについては行政としてはどのように顧み

ているでしょうか。 

○小田部照委員長 休憩しますか。 

 暫時休憩いたします。 

午前11時31分休憩 

午前11時32分再開 

○小田部照委員長 再開いたします。 

 平賀委員の質問に対する答弁から。 

○秋葉孝博企画総務部長 前回で言いますと、12月

に行政改革推進計画を策定して、それをもって予算

編成方針含めて、新年度の予算へ向かっていくとい

うような状況でございました。 

 今回につきましては、先ほどお話がありました

が、ＤＸ計画等、かなり関連、市民の行政サービ

ス、それから行政運営の効率化というのはまさにＤ

Ｘがこれから柱ですので、そこの整合性を図らなけ

ればいけなかったという点がございます。 

 庁内的には、秋、10月から11月にかけて政策検討

会というのを進めておりますが、この際につきまし

ては、ＤＸの推進と行政改革で掲げたものも含めて

検討した結果、予算にもですね、それぞれの計画の

考え方というのは反映をしてきております、全てで

はないですが。 

 結果的にですね、議員の皆様への説明がこの時期

になったというのは、大変申し訳ないのですが、予

算編成に合わせて何ができるかという整理もしてい

たのとですね、やはりちょっと今年度厳しかったの

は、会合等の準備をしてもですね、クラスターの発

生ですとかワクチン接種、私どもも、健康福祉部と

一緒になって動いているところもありますので、そ

うしたことで作業が遅れたと。 

 それと、今回、職員数の削減というのも、基本的

にうたっていないです。 

 これは、やはりふるさと納税の寄附によって事業

はできるというのもありますので、そうしたところ

を12月いっぱい、どれぐらい入るのか、この計画で

は20億をベースにしているのですが、そこを確認し

たかったという点がございました。 

 結果的に現在の説明になっているというところで

す。 

○平賀貴幸委員 前回の４次行革の計画よりも数か

月遅れたというところは、いろいろとやむを得ない

事情もあったけれども、行政事務が遅れてしまった

こと自体はわかっているようですから、そこは理解

しなければいけないのだろうというふうに思いま

す。 

 改めて伺いますけれども、以前からですね、財政

状況もある程度、落ち着いてきている状況があるの

で、行政改革の中にはもちろん減らすものも大事な

のだけれども、これから町を育てるという視点で組

み込んでいく部分も必要だということもいろいろ議

論させていただいたところですけれども、その部分

というのは、どこだというふうに言われたら、どう

いう答弁になるのですか。 

○佐々木司企画調整課長 資料８ページを御覧いた

だきたく思いますが、１の（１）市民サービスのデ

ジタル化、(２)行政運営のデジタル化、このほか、

(３)重点的に取り組む市民サービスといたしまし
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て、６項目ほど掲げてございます。 

 基本的にはこちらに記載の項目を特に重点的に中

期的な視点に立って、取り組んでまいりたいと考え

てございます。 

○平賀貴幸委員 そうすると、町を育てていこうと

いうよりは、住民サービスの向上だとか、新しいテ

クノロジーを活用して、いろいろなものをスムーズ

に動かしていこうというところが、行政としては攻

めている部分だというふうに、理解していいという

ことなのですかね。 

○佐々木司企画調整課長 まちづくりというところ

につきましては、総合計画ないし総合戦略で掲げて

おります……総合計画、総合戦略の中でまちづくり

を進めながらですね、行政改革の中で、さらに中期

的な重点項目として、この６項目に取り組んでいく

という方向性にしているところでございます。 

○平賀貴幸委員 またそこは機会を改めて議論しな

ければいけない点だなというふうに思いますが、行

政改革ですから、行政がよりよくなるための計画な

のですけれども、結果的にそこはまちづくりとし

て、どこをどう攻めていくかということも私は視点

としてそろそろ必要だということを繰り返し申し上

げていたつもりですので、またちょっとそこが若干

足りない部分があるかなという印象もあるものです

から、また、機会を改めてそこは議論していきたい

と思います。 

 わかりました。 

○小田部照委員長 ほかの委員いかがでしょうか。 

○永本浩子委員 先ほど定年に関してなのですけれ

ども、段階的に65歳まで引き上げていきたいという

ことが書かれてありましたけれども、私もその点は

大賛成なのですけれども、具体的にいつまでにこう

という、そういう行程的なものはもう具体的なの

は、考えられているのでしょうか。 

○寺口貴広職員課長 定年の延長の関係でございま

すが、この定年の延長につきましては、昨年、地方

公務員法が改正されまして、定年延長ということが

法的に決まりました。 

 その上で今後具体的には条例改正が必要になって

くるものですから、制度の詳細が固まりましたら、

改めて議会のほうには上程をさせていただきたいと

思っておりますが、法律上の想定されているところ

としましては、令和５年度の退職者から始まりま

す。 

 ２年ごとに１歳ずつ定年を引き上げていく予定と

なっておりますので、完成としましては、令和13年

度で仕上がるといいますか、65歳に達するという想

定で今のところ考えております。 

○永本浩子委員 令和13年までということで、本当

に２年ずつ、１歳ずつというので、５歳上げるので

10年かかるということなのだと思います。 

 もう少し早くてもいいような気もしますけれど

も、すいません。 

 先ほどふるさと納税で、基金収支不足、最大を図

った上で、基金の取り崩しで対応していくというこ

とで、これかなりやっぱりふるさと納税に、ありが

たいことに本当に助かっているわけなのですけれど

も、頼っていくというか、そういう形になるかと思

うのですけれども、ふるさと納税が本当にこのまま

ずっとこの制度が続いてくれれば、当市としても本

当にありがたいことなのですけれども、万が一国と

して、このふるさと納税の方向性とかやり方が変わ

ったりとか、うちにとって最悪はこのふるさと納税

そのものがなくなるということがあるかと思うので

すけれども、そういったことはどのように捉えてい

らっしゃるのでしょうか。 

○秋葉孝博企画総務部長 現時点で、ふるさと納税

制度の見直しがかかるということは、現在検討はさ

れておりません。 

 ただ、今委員おっしゃるとおりですね、コロナに

よって、都市圏において相当税収が落ちていると。 

 ただ、一方でそれほど、国の景気対策の効果も当

然あると思うのですが、税収も落ちていないという

ところもあります。ただ、経費は相当かかっている

という点がありますので、恒久的な、税制として捉

えていいかというのは、やはりそこは一つ大きな点

だと思います。 

 一方で、ある、頂いた寄附をですね、それを温存

するというのもですね、これまた使わないで厳しい

厳しいというのは、少し違う、市民サービスにやっ

ぱり向けなければいけないという考えがあります。 

 行政改革につきましては、収支見通しに５年先ま

での一定の見通しですから、変わります。 

 コロナによっても相当変わりましたし、国の経済

対策、それからは今、御議論をいただいている、ご

み処理施設なんかも相当中身は変わってきます。 

 ただ、今のふるさと納税制度がなくなるかもしれ

ないという危機感はありますので、今回の行革につ

きましては、34億かな、今回の行革前の決算額の基

金は、何とかそこを残高として維持したいというこ
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とを念頭に置きまして、いきなりその制度の見直し

というのはなかなか考えにくいのですが、やはりそ

の市民サービスを停止する、それから取捨選択を相

当しなければならないということは考えられますの

で、一定の基金残高をもって、その期間をですね、

３年で見直すのかとか、５年で見直すのか、そうい

う期間をとれるように、その基金残高は一定維持し

たいという考えにあります。 

○永本浩子委員 本当に、この先がなかなか見通し

立てづらい世の中になってきていまして、本当に今

回のコロナも当初オミクロン、もうちょっと早く終

息できるのではないかなと思っていたのが、意外と

長引いていたりしていますので、本当に難しい行政

運営になるかと思いますけれども、柔軟に対応しな

がらそういったこともぜひ考慮しながら、やってい

ただきたいと思います。 

 私のほうから以上です。 

○小田部照委員長 ほかの委員いかがでしょうか。 

○立崎聡一委員 資料を見させていただきまして、

ほかの委員からもいろいろお話がありました。 

 ４次行革から５次行革、今回初めて見たのですけ

れども、ちょっと時間が空いたのかなというのは、

いろんな事情があってというのは仕方がないのかな

というふうに理解させていただきます。 

 やっぱり行政サービスなので、基本的には市民の

皆さんがやっぱり受けたいとか、やっぱりよかった

なというふうに思えるというのは当然のことだと思

いますし、今後それも進めていかなければならない

のかなというふうに思います。 

 コロナというのはやっぱり、意外と今回響いたの

かなというか、なんせ初めてなものですから、僕ら

も初めてですし、当然行政側も初めてだったという

ことで、大変だったのだろうなというふうに思いま

す。 

 結果的にこうなりました、じゃあ次はこう目指し

ますというのは、すごくよくわかるのですけれど

も、５年間先の見通し、今部長もおっしゃったよう

に、なかなか見通せないというのは事実だと思いま

す。 

 自分の仕事でも本当にそうなのですけれども、果

たしてやっぱりその攻めていく部分で、先ほど平賀

委員も言っていたのですけれども、建設的に、じゃ

あ何をどうするという、具体を出せとは言わないの

ですけれども、どういう方向性にしなければ、やっ

ぱり皆さん幸せになりたいし、そして満足も得たい

し、当然それには行政としても切らなければいけな

いところ、要するにやめなければいけないところと

いうか、してあげたいけれどもそこはちょっととい

うようなところも出てくると思うのですけれども、

その辺というのはどういうふうに考えて、大ざっぱ

にでいいですけれども、説明できればお願いしたい

のですけれども、 

○秋葉孝博企画総務部長 市民の幸福度、満足度を

高めるためのまちづくりというところでございます

が、長期的な視点では、総合計画、そしてまた総合

戦略に掲げた項目に沿ってのまちづくりということ

になろうかと思います。 

 中期的にはこの行政改革で定めた、重点的な取組

というところに注力をしながら進めていくこととな

りますが、この行政改革自体も社会情勢の変化など

に応じて、適宜見直しを行ってまいりますし、また

短期的な視点で申し上げますと、毎年度の予算編成

時においての事務事業の取捨選択というところで、

進めていくことになろうかと考えてございます。 

○立崎聡一委員 何となく、多分同じだと思うので

すよ。 

 なかなか先を見通すというのは、大変だと思うの

です。 

 実際僕も思うのですけれども、じゃあ何をやって

という、これからというか、今までもそうだったと

思うのですけれども、やっぱり何かこう、何ていう

のかな……何か目標がないという気がするのですけ

れども、その辺はどうなのでしょうか。 

○秋葉孝博企画総務部長 行政改革の位置づけの、

ちょっとお話をさせていただきますと、これまで、

２次から４次、私関わっての15年間、ほぼほぼ財政

だったり、企画で関わってきたところなのですけれ

ども、この間というのは、やはり財政健全化が第一

で、この間何があったかというと、平成16年には三

位一体改革で交付税がこれ数億円削られたと、それ

も突然、次の年に削られたということがありまし

た。 

 このほか平成19年に夕張ショックと言われること

が起きまして、翌年の平成20年、20年度の決算から

は、新しい健全化法でこの法律によって網走市も、

何らかの指定を受けるのではというのが、当時ござ

いました。 

 結果的には、そのときに基金がありましたので、

市有財産ですとか、能取漁港の赤字を解消しなが

ら、さらに土地の資産価値を指標の算出に当たっ
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て、それを控除するという、これが後から追加にな

りましたので、再建団体まではいかないですけれど

も、その指定を受けることを何とか避けられたとい

うところです。 

 一方で、基金残高も相当な額、それから三つの土

地会計の赤字、それから、それを解決するためにや

っぱり職員数を削減せざるを得なかったということ

で、アウトソーシングをメインに進めてきたという

のがこれまでの行革です。 

 現状として今回少しイメージが違うのがですね、

職員数も、ここでちょっと限界を私は感じていまし

て、やはりそのあらかじめ決めるのではなくて、妊

娠されて、奥さんも、女性職員もいますし、それか

ら、今のようなワクチン、突然ですね、地方でやれ

ということで対応せざるを得ない状況もありますの

で、その辺は柔軟な、迅速に対応できるような組織

をつくっていきたい。 

 まさに今も庁舎整備推進室ですとか、ワクチン接

種推進室、それからＤＸ推進室とそういうプロジェ

クトに対応するような組織にしていくべきかなと思

って、今委員おっしゃるのは、まちづくりに何か欲

しいということなのですけれども、もともとの行革

はやはり健全な財政運営、何とか財政危機を乗り越

えるというところからの計画が継続していますの

で、どちらかというと、網走市の行政改革自体はで

すね、内輪向けといいますか、職員向けてのその財

政運営に関する基本的な考えですとか、そうした見

直しを常に続けるという、これを示すもので、先ほ

ど課長のほうからもお話ししましたが、まちづくり

に関しましては、総合計画があって総合戦略があっ

て、それから今回、ＤＸ推進計画があって、それぞ

れの部署でまちづくりに関する計画というのをつく

っていきますので、当市における行革の位置づけと

いうのは、あくまでも内部向けということの、現状

の計画ということで御理解いただければと思いま

す。 

○立崎聡一委員 そこは理解したいというふうに思

います。 

 ざっくり見てみただけなのですけれども、細かい

ことはわかりません。 

 ただ、税収にしても、それからふるさと納税にし

ても、収入というのはやっぱりある程度、目減りし

ていく可能性というのはものすごく高いと思いま

す。 

 というのは、ほかの団体は僕よくわからないので

すが、ほかの業界という言い方したほうがいいのか

な、わからないのですけれども、自分たちの業界

は、現状のままでいくとまずは下がっていくという

のも目に見えてわかっているので、もちろんそれで

何も手を講ずらないというわけにもいかないので、

そこはきちんと進めていかなければならないので、

我が町を何とかしなければならないという意味で、

納税もきちんとしなければいけない、そして、この

網走市をよくしたいという気持ちは同じだと思うの

です。 

 だから、その辺も考えていくとやっぱり厳しいの

かなというふうに思います。 

 まちづくりに関して言えば、総合戦略なり何な

り、いろんなことで、やっぱり目標を掲げてやって

いくのも必要だというふうに思いますし、なかなか

それに向かっていかないのが事実だと思います。 

 結果としてこうでした、もちろんそれもわかりあ

ります。 

 次はこうします、ただ、何らかの形でね、やっぱ

り示せればいいのかなというふうに僕も思います

し、決して否定するわけでもありませんし、職員数

だってこれ限界だと思います。 

 皆さん頑張っていると思いますし、昨日のような

自然災害ですけれども、あんなのだって、本当に皆

さん努力してやっていると思うのでね、引き続き頑

張っていただきたいというのが本音で、少しでもや

っぱりよくしていかなければならないと思いますの

で、その気持ちを持ってしていただければ、よくな

ると思うのですけれども、よくなっていただかなけ

ればいけないなというふうに思います。 

 改めて、ふんどしを締め直してちょっと頑張って

いただきたいなというふうに思うわけです。 

 以上です。 

○小田部照委員長 ほかの委員いかがでしょうか。 

○山田庫司郎委員 今日示されましたので、説明も

いただいて、私たちもこれゆっくり今度見させてい

ただいて、何か機会があれば、また議論の場も、ぜ

ひ委員長にお願いしておきたいというふうに思いま

す。 

 ただ、何人かから出ました。 

 やはり、当初、一番最初、村椿委員から出た、や

っぱりまるっきり１年間遅れたということ。 

 これはやっぱり僕は、コロナのことやＤＸも含め

た計画にしていきたいという思いは理解をしつつも

ですね、１年遅れたということは私はやっぱり大き
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いことだろうと。 

 ここは厳しく言わせていただきます。 

 本来ですと、令和２年度の12月か11月ぐらいにこ

の提案があって、議論しながら令和３年度の予算に

ですね、ある程度つなげていくというのが本当は行

政改革かなと私は思っています。勝手にですけれど

もね。 

 そうなりますと、令和３年から７年と言いながら

も、１年間もう既に終わります。 

 そう考えると、私ちょっと単純な質問ですが、行

政改革ですから、１年間ブランクを、間を空けない

でつなげていくというのは、これは大事なことだと

思うのですが、これ例えば、今回の行政改革が令和

４年から令和８年の計画ですということには、これ

やっぱりならないのでしょうね。 

 ７年で終わらせる形で今考えているわけですか

ら。 

 この辺どんなものなのでしょうか。 

○秋葉孝博企画総務部長 まず、これまでの行革計

画でちょっとお話をさせていただきますと、大体そ

の年度を含めて、11月だったり、12月に策定をし

て、その当該年度を含むという形で、これまで４次

行革までやってきました。 

 委員おっしゃるとおり、前の年につくって、次の

年からというのはあるのですけれども、そうすると

これまでの４次行革までの期間がですね、２次から

３次にかけて、４次、空白を生むのですね。 

 要は、策定年度は策定年度なのですけれども、予

算編成に反映をさせますので、例えばこれ、令和７

年度となっていますけれども、令和７年度には令和

８年度の予算編成方針を決めていきますので、効果

的にはその翌年からというところで、期間としては

こうなっていますから、それこれまでの流れを組ん

でいるのですけれども、実はその継続制で１年空い

ているわけではなくて、前回の計画を策定したの

は、11月だと思うのですけれども、それも、今回遅

れた感じでいくと、一月、二月遅れというような条

項で、そうした計画であるものですから、今の委員

のお話は、次の計画のときにですね、一旦早めてつ

くるか、今の形で踏襲するかですね、そこはちょっ

と検討させていただきたいと思います。 

○山田庫司郎委員 単純な私の思いなのです。 

 ですから、今部長からあったように、１年間はや

っぱり検証しながら次はどうしていこうかってやっ

ぱりつなげる期間に必要なのかなと思えば、必ず１

年間ブランクがあって、そこで検証して、これから

の計画を練るのだという、１年間あってもいいのか

どうか、その辺は僕もわからないのですが、なんせ

つなげていかなければならないというふうには、国

のほうから言われているわけではないと思うのです

が、その辺は、網走市独自の考え方だと思います

が、基本はやっぱりつなげるべきだと僕も思うの

で、いろんなことちょっと工夫もしながらですね、

やっぱり遅れるということは全体にとってもいいこ

とではないので、御苦労をしているのは十分理解を

させてもらいますが、それで、今回も７年までとい

うことで、今回の説明いただきました。検証もされ

ていますし、今回出てきた中でですね、やっぱり初

めにというところを含めて、先ほど部長からあった

ように、網走市は財政で大変だったということで、

行政改革については、もうやっぱりこれは財源を何

とかしていかなければならないと。 

 そういう形で動いていた経過がありますので、今

回のやつを考えますと、市債も約200億円に、実の

分ではなってきますから、先ほど委員からあったよ

うに、逆に使うところには使っていく時代もちょっ

とは来ているのではないかと。 

 実質公債費なんかはまだ多いですけれどもね、夕

張に次ぐくらいです、全道でも。 

 ただ、相当財政的にはよくなってきているという

ことも一つ言えるので、先ほど立崎委員も言ってい

ます。 

 これからの町というのはどうしていくのだと。 

 ですから、このはじめのところの最後の、行政上

の、効率化と財政基盤の強化、そして市民の満足度

をしっかり向上させていくのだというのがここのベ

ースですから、これに従って、そして総合計画と総

合戦略、このＫＰＩも今度また検証する時間もっと

つくらなければならないのか、そこもちょっとまた

考えていかなければならないのかなとちょっと思っ

ていますけれども、いろんな課題がありますので

ね。 

 ぜひ、いろいろ議論しながら、市民のやっぱり満

足度ということが一番大事だというふうに思いま

す。 

 財政の話をすれば、いつもワニの口の話が出て、

下の歯が歳入で、上が歳出だとすると、開けば開く

ほど財政は厳しいということですから、歳入を上げ

るのか、歳出を落とすのか、いろんなことを工夫し

ていかなければ、ワニの口が塞がってくれれば、一
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番いいわけでありますから、そういうことを考えな

がら、議会もですね、厳しいときには厳しい意見も

言わせていただきますけれども、しっかりやってい

くべきかなと、こんなふうに思います。 

以上です。 

○小田部照委員長 ほかの委員いかがでしょうか。 

よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それでは種々質疑ありましたが、この第５次行政

について説明いただきましたが、この計画はです

ね、５年間という中長期的な計画ということで、必

要に応じて見直すという説明もありましたので、順

次、時期を見てですね、また、質疑の場をつくりた

いと思います。 

 このような進め方でよろしかったでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、ここで昼食のため暫時休憩いたしま

す。 

午後０時00分休憩 

午後１時00分再開 

○小田部照委員長 それでは、休憩前に引き続き再

開いたします。 

 続きまして、議件２、網走市ＤＸ推進計画につい

て説明を求めます。 

○山縣叔彦デジタル化推進室参事 それでは、網走

市ＤＸ推進計画について御説明いたします。 

 それでは資料２号、１ページを御覧ください。 

 （１）計画の目的でございます。 

 人口減少、少子高齢化社会の中、社会保障費、人

手不足、インフラや公共施設の老朽化など、様々な

課題が顕在化しております。 

 また、新型コロナウイルス感染症の拡大により、

新しい生活様式への転換、働き方改革、ＤＸの推進

など、様々な変革が求められております。 

 こうした社会情勢の中、本市では関係人口創出、

市民サービス、行政運営、地域社会にデジタルファ

ーストで取り組み、新たな日常に対応した、持続可

能なまちづくりを推進するために、網走市ＤＸ推進

計画を策定するものでございます。 

 （２）計画のイメージでございます。 

 デジタル技術の導入により、地域課題を解決し、

持続可能なまちづくりを目指すものとなっておりま

す。 

 続きまして、２ページ目を御覧ください。 

 （３）計画期間でございます。 

 本計画は、国が計画した自治体ＤＸ推進計画に合

わせた、2026年３月までの計画期間となっておりま

す。 

 また、表には関係する市の主要計画を併せて記載

しております。 

 続きまして、３ページ目を御覧ください。 

 （４）計画の位置づけでございます。 

 本計画は、網走市総合計画、網走市まち・ひと・

しごと創成総合戦略、網走市行政改革推進計画と整

合性を図りつつ、ＤＸを推進するための基本方針と

位置づけております。 

 2024年度に供用開始予定の、市民に自然に優しい

スマート庁舎を目指すものでもあります。 

 続きまして、４ページ目を御覧ください。 

 ２、現状と課題でございます。 

 （１）社会情勢です。現在の日本が抱える課題、

地方が抱える課題など、様々な課題への対応や、近

年の変化し続ける社会情勢への対応に、デジタル技

術の活用により対応することが求められておりま

す。 

 図１につきましては、本市の総人口、年齢３区分

別人口の推計、続きまして、５ページ目の図２につ

いては、情報通信機器の世帯保有率、図３について

は、インターネットの利用率を資料として掲載して

おります。 

 続きまして、６ページを御覧ください。 

 （２）デジタルトランスフォーメーションの意義

でございます。 

 様々な分野において、デジタル技術が導入される

ことによって、部分的な最適化から全体の最適化へ

と変革させることで、利便性の向上だけではなく、

様々な社会問題を解決することを期待するものであ

ります。 

 続きまして、７ページ目、（３）国の動向でござ

います。 

 令和３年９月１日にデジタル庁が発足し、同年の

12月１日に、デジタル社会の実現に向けた重点計画

が策定され、これからの日本が目指すデジタル社会

の姿を実現するための、必要な考え方や取組が示さ

れております。 

 続きまして、８ページ目を御覧ください。 

 こちらは、総務省が策定した自治体ＤＸ推進計画

において示された、取組事項を記載しております。 

続きまして９ページを御覧ください。 

 （４）北海道の動向でございます。 
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 北海道Society5.0構想推進計画のイメージ図を掲

載しております。 

 続きまして、10ページ目を御覧ください。 

 ３、基本方針、本計画の基本方針でございます。 

 本計画を推進する上で４つの基本方針を示してお

ります。 

 まず１つ目、（１）関係人口創出のデジタル化の

基本方針でございます。 

 観光などの関係人口の創出に当たっては、デジタ

ルマーケティングを意識した効果的な施策を展開

し、データ分析やふるさと納税、移住などの他事業

とのデータ連携をする体制を構築し、相乗効果を生

む関係人口創出を推進します。 

 続きまして、（２）市民サービスのデジタル化の

基本方針でございます。 

 これまでの書面、押印、対面の見直しを進め、書

かせない、待たせない、オンラインを基本方針と

し、どこでも、誰もが市民サービスを享受できるよ

う、手のひら行政を目指してまいります。 

 また、デジタル機器を使える方ばかりではないこ

とを念頭に、年代などを考慮した施策の展開や、サ

ポート体制の充実、構築に努めます。 

 続きまして11ページ、（３）行政運営のデジタル

化の基本方針でございます。 

 行政運営はデジタル技術の活用により、業務の効

率化を図りながら、多様な市民のニーズに応えるこ

とが求められております。 

 デジタル技術は急速に進展し、常に改善された新

しいツールが生み出されていることから、基本方針

としてできることから取り組み、本市に合った行政

運営のデジタル化を構築していきます。 

 また、職員の人材育成、働きがい、働きやすさ、

ワーク・ライフ・バランスなどの環境整備を進め、

業務改革を追求する意識改革を図ります。 

 続きまして、（４）地域社会のデジタル化の基本

方針でございます。 

 教育におけるＧＩＧＡスクール構想、地域公共交

通、地域の人材育成、インフラ整備のほか、デジタ

ルデバイドの解消などに取り組み、誰１人取り残さ

れない人に優しい地域社会のデジタル化を目指しま

す。 

 続きまして12ページになります。 

 ４、具体的な取組内容とスケジュールでございま

す。 

 表の構成といたしまして、４つの基本方針ごとに

色分けをし、テーマ、概要、主な取組、スケジュー

ル担当部署を記載しております。 

 それでは内容の説明に入ります。 

 （１）関係人口創出の取組、デジタルマーケティ

ングの強化でございます。 

 こちらはデジタルフェローやデジタル推進参与な

ど、外部人材を登用し、デジタルマーケティングに

関しての組織の意識改革を図っていくものでござい

ます。 

 続きまして13ページ目、観光プロモーションの改

革です。 

 デジタルマーケティングの観点を取り入れた、タ

ーゲットの選択と集中を意識した効率的かつ戦略的

な観光プロモーションを推進します。 

 具体的にはＳＮＳ広告や、動画配信サイトでの広

告を展開、目的としたターゲットに届いているかデ

ータ分析を実施し、その次の施策につなげる仕組み

をつくります。 

 続きまして14ページ目、デジタルコンテンツの充

実でございます。 

 新たなデジタルコンテンツの導入、充実により、

網走の魅力を最大限に伝える仕組みづくりの構築を

目指すものです。 

 主な取組として、観光ウェブサイトのリニューア

ル、新たなプロモーション動画や、画像の作成を実

施するものです。 

 また、広告からウェブサイト、予約、決済まで完

結する仕組みの構築を目指します。 

 続きまして15ページ目、テレワーク環境の充実で

ございます。 

 新たな生活様式への転換の中で、新しい働き方の

一つである、テレワークがございます。 

 新しい人の流れを取り込むために、テレワーク環

境の整備を行い、関係人口創出を図るもので、具体

的には、コワーキングスペースの開設、シェアオフ

ィス・ワーケーションの利活用を検討するものでご

ざいます。 

 続きまして16ページ目、（２）市民サービスの取

組でございます。 

 ここでは情報システムの標準化、共通化、基幹シ

ステムについて、国の策定する標準仕様書に準拠し

たシステムへ移行するものです。 

 基幹17業務に印鑑登録、戸籍、戸籍の附票を合わ

せた二重業務のガバメントクラウドへの移行を予定

しております。 
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 あわせて全庁的に業務プロセスを可視化し、業務

の改善を図ってまいります。 

 続きまして17ページ目、行政手続のオンライン化

です。 

 行政手続に関しては、押印廃止を基本に進め、子

育て、介護26手続をオンライン化します。 

 また公共施設のオンラインシステムを導入し、同

一基盤で利用できる各種証明書申請手続、手続のオ

ンライン化を進めていきます。 

 続きまして18ページ目、ワンフロアストップサー

ビスの導入についてです。 

 住民の転入、転出、出生などのライフイベントに

係る手続について、書かせない、待たせない窓口を

導入します。 

 取組として、窓口支援システムの導入、手続の事

前申請システムの導入、番号発券システムの検討を

進めます。 

 また、新庁舎の移転に合わせて業務フローや、窓

口レイアウトの改善も図っていきます。 

 次、19ページ目になります。証明書などのコンビ

ニ交付です。 

 マイナンバーカードを利用し、コンビニ等に設置

されているキヨスク端末から住民票の写し、印鑑登

録証明書、所得証明書、課税証明書、戸籍証明書、

戸籍の附票の写しを取得できるサービスを導入しま

す。 

 続きまして20ページ目です。 

 キャッシュレス決済の導入、税、使用料、手数料

などについて電子マネー、ＱＲコード、クレジット

カードなどのキャッシュレス決済の導入を推進しま

す。 

 2022年度に運用開始、準備に着手するものもござ

います。 

 また、その他についても、2023年度導入を目指し

検討に入ります。 

 次、21ページ目になります。 

 情報発信の多様化です。 

 伝わる情報、求められる情報を意識した情報発信

と、情報発信の多様化を図ります。 

 具体的にはＳＮＳの公式アカウントを利用し、住

民のニーズに合った情報を、いつでもどこからでも

取得できるサービスを導入します。 

 また、ＧＩＳやＧＰＳ機能を利用した情報収集シ

ステムの導入も進めてまいります。 

 続きまして22ページ目、マイナンバーカードの普

及促進です。 

 国は、2022年度末までには、ほぼ全国民にマイナ

ンバーカードが行き渡ることを目指しています。 

 本市においても、マイナンバーカード交付円滑化

計画に基づき、普及促進を図ります。 

 主な取組として、出張申請窓口の開設、時間外窓

口の開設、その他普及に向けた施策を検討してまい

ります。 

 また、保険証利用登録についても推進してまいり

ます。 

 続きまして、23ページ、（３）行政運営の取組、

業務改革の徹底についてです。 

 行政手続、内部手続について押印廃止を基本に、

電子決裁、電子契約、電子入札などのデジタル技術

を導入してまいります。 

 あわせて、ペーパーレスを基本とした業務改革を

推進します。 

24ページ目、多様な働き方改革の推進でございま

す。 

 多様な働き方と業務の効率化を推進するため、テ

レワークの導入を進めてまいります。 

 2024年度の導入を目指し、課題の整理、環境整備

を図ります。 

 また、2022年度よりスモールスタートにより実証

実験を進めてまいります。 

 続きまして25ページ目、人口知能、業務自動化な

どの先進技術の活用でございます。 

 ほかの取組でも出てきておりますが、業務フロー

の可視化を行い、ＡＩや、ＲＰＡの導入部分を洗い

出し、業務の効率化を図るものです。 

 また、ＡＩチャットボットなどの技術の導入によ

り、24時間対応、多言語対応などの環境整備を推進

してまいります。 

 続きまして26ページ目、セキュリティー対策でご

ざいます。 

 地方公共団体における情報セキュリティーポリシ

ーに関するガイドラインを踏まえ、本市の情報セキ

ュリティーポリシーを見直してまいります。 

 続きまして27ページ目、オープンデータの推進で

ございます。 

 網走市オープンデータカタログをベースに、本市

が保有するデータのオープンデータ化をさらに推進

し、地域課題の解決、地域の活性化、行政事務の効

率化を図ってまいります。 

 具体的にはデータのグラフ化やマッピングによる
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データの可視化によるデータ提供を検討するなど、

各部署において順次、検討導入を図ってまいりま

す。 

 続きまして28ページ目、（４）地域社会の取組で

す。 

 誰一人取り残されないデジタル化についてです。 

 誰一人取り残されないデジタル社会を目指すた

め、デジタルによる格差を解消する取組として、公

共施設のＷｉ-Ｆｉ環境の充実を図るとともに、セ

ミナーやデジタル活用講座を開設するなど、デジタ

ルデバイド対策を図ってまいります。 

 続きまして29ページ目、教育のデジタル化（ＧＩ

ＧＡスクール構想の推進）についてです。 

 教育現場におけるＩＣＴ利活用環境の強化、端末

の持ち帰りも含めた利活用の促進を図り、誰もが、

いつでもどこからでも、誰とでも、自分らしく学べ

る社会を目指します。 

 2022年度は、小中学校への電子黒板などの機材導

入、デジタル教材の導入を図ってまいります。 

 30ページ目、地域公共交通についてです。 

 地域公共交通につきましては、デジタル技術の導

入、推進により地域公共交通が抱える地域課題の解

決を図り、持続可能な公共交通の構築に取り組むも

のです。 

 続きまして、31ページ目になります。 

 地域社会のデジタル化です。農業、漁業、観光、

医療、教育など、地域の様々な分野における課題の

解決に向けて、デジタル技術の活用と人材育成の取

組を支援するものです。 

 続きまして32ページ目、５、推進体制について、

（１）推進体制です。 

 各部門の相関図を示しております。引き続き、デ

ジタルフェローやデジタル化推進参与の支援や助言

をいただきながら、計画を推進してまいります。 

 今後、取組内容によっては、横断的な推進体制が

必要になるため、順次ワーキンググループを立ち上

げます。 

 また、若手グループについては既にＤＸ研究グル

ープとして立ち上げを行っており、実証実験や課題

の研究を進めてまいります。 

 続きまして33ページになります。 

 （２）全体スケジュールについてです。 

 ここは全体スケジュールについて示しております

ので、御覧いただければと思います。 

 続きまして34ページ、（３）進捗についてです。 

 計画に関しましては、毎年、進捗状況を確認して

まいります。 

 また、デジタル技術の進展や社会情勢を踏まえ、

必要に応じて計画を見直してまいります。 

 35ページ以降は用語解説となっております。 

 説明は以上でございます。 

○小田部照委員長 それでは質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○古田純也委員 デジタルフェローの方とは、どの

ようなつながりで、毎月、毎週、情報共有をされて

いるのですか。 

○山縣叔彦デジタル化推進室参事 デジタル化推進

参与に関しましては、毎週定例会を開いておりまし

て、ウェブであったりとか、対面で毎週必ずウェブ

ミーティングで、これから進める方向性であったり

とか、今抱えている課題であったりとか、例えばＤ

Ｘ推進計画の中身について相談をしているところで

ございます。 

○古田純也委員 毎週、もう決まった曜日というか

あるのですか。 

○山縣叔彦デジタル化推進室参事 今現在ですね、

毎週水曜日、決まった時間に定例会を開催しており

ます。 

○古田純也委員 わかりました。 

○小田部照委員長 ほかの委員いかがでしょうか。 

 大丈夫でしたか。 

○村椿敏章委員 デジタル化を進めるということ

で、悪いことはないというか、これやっぱりやって

いくべきなところではあるでしょうし、非常に便利

になるところは理解できるのです。 

 ただ、一つは、ＧＩＧＡスクール構想、そこの部

分でいくと、今も子供たちの手にはパソコンなりが

渡って、使い始めてはいると思うのですけれども、

あまりにも急激にね、デジタル化、デジタル化とい

うことを言われていて、子供たちの中には、そのこ

とに慣れるのが得意な子と、それから全く慣れるの

が大変だという子もたくさんいると思うのですが、

そういう誰もがデジタルを利用できるということな

のですけれども、そこについてはどのようにして解

消していこうと考えているのか。 

○山縣叔彦デジタル化推進室参事 教育のデジタル

化に関しては、デジタル庁のほうでも、重点計画と

いうものが定められて、策定されておりまして、そ

の中で、デジタルデバイドの解消というところも、

見据えて計画をしておりまして、そこを注視しなが
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ら、この計画の中で、計画自体がですね、見直しを

前提とした計画になっておりますので、その中で、

計画をうまく見直しながら、そこのデジタルデバイ

ドの解消をしていけたらと考えております。 

○村椿敏章委員 具体的にね、取り残されないよう

にというところも考えているのでしょうけれども、

ここでいくと、29ページの、具体的な取組の内容と

スケジュールということで、22年度に導入し、運用

もしていくよというところでいくと、来年度、本格

的に運用というような形になると思うのです。 

 でも、運用しながら、子供たちに覚えてもらうと

いう部分があるのだとは思うのですが、さっき言っ

たように、あまりにも急激な環境の変化というか、

今までと違うことがやっぱり取り組まれるわけです

から、そこをしっかりとね、市のほうのＤＸ推進計

画の中でも、先生方や、それから子供たちに多大な

負担とならないように進めていくとかね、そういう

言葉も当然あってしかるべきなのではないかなと思

うのですが、どうでしょうか。 

○秋葉孝博企画総務部長 まず、子供たちのデジタ

ル機器に対する認識ですけれども、子供のほうがか

なり使っているなというのは、私の印象です。 

 どちらかと言えば、私みたいな世代からさらにち

ょっと上の世代がですね、ちょっと戸惑いを感じて

いて、それは早くから、小学校から早期に使える、

触れることができるというのは、決して悪いことで

はないなというのと、どうしてもやっぱり子供たち

のほうが、私の個人的な話になりますけれども、ず

っと使えているというのが印象です。 

 今回、お示しさせていただいたＤＸというのは、

全体的な、市全体、市役所だけではなくて地域も含

めた推進計画です。 

 その中の一つとして、教育のデジタル化というの

は、大きな項目の一つになりますので、基本的には

先生たちへの指導なり、教え方をどうするかという

のは、当然教育委員会のほうを通じて、必要な研修

を行った上で、あとはその現場についてはどうかと

いうのは、当然それは学校の現場で行われることで

すので、ＤＸの推進計画としては、項目のそこの詳

細までは、そこは教育のほうでしっかり推進をして

いただきたいというふうに意識しています。 

 デバイド対策ということで、ＤＸで挙げているの

は、どちらかというと高齢者世帯で、そういう方に

対してどう対応していくかというのは、それは共通

認識に立って、市全体でそこは高齢者の方にも、決

してですね、取り残さないような形で推進していき

たいという考えです。 

○村椿敏章委員 デバイド対策というのですか、そ

れが高齢者に向けてという部分も、当然というか、

それが中心になっていたのかなとは思うのですけれ

ども、やっぱり子供たちのほうにもしっかりとそこ

は対応してもらいたいですし、そして同じように、

今、高齢者に向けてという部分なのですが、本当、

デジタル化を進めた中で、今までだったらできたこ

とができなくなってしまう、子供ではなくて、高齢

者の人たちが本当に電話で、市役所に電話をかけて

も最初にメッセージが流れて、その番号を押してく

ださいとか、そんなような形になっていっちゃった

ら、本当に、今のＮＴＴに電話して、全て番号で最

初に聞き取りされて、その後サービスにつながると

か、どうしても私としては、やり方というのが許さ

れないというか、ひどいなと思うのですが、当然そ

んなふうにはしないというのはわかるのですよ。わ

かるのですけれども、どうもこのデジタル化という

ところでいくと、何かそんなこともイメージしてし

まうのですよ。 

 なので、そういうイメージにさせないためには、

その先のデバイド対策というのをしっかりしなけれ

ばいけないということなのでしょうけれども、その

辺については、どこに書いてあるのでしたっけ。 

○秋葉孝博企画総務部長 今のはどちらかという

と、ＤＸ推進計画というよりはですね、市が取り込

む各事業に対して、どう取扱うか、どう向かい合う

かということで、御存じだと思いますけれども、ワ

クチン接種については今回、曜日を指定させていた

だいたので、特に電話応答ってそれほど多くはない

のですけれども、高齢者に向けては、電話予約でオ

ペレーターがきちんと対応すると、パソコンが使え

ない方に対しては、コミセンに職員が出向いて予約

したというのは、やはりこれかなり評価を、去年、

地域に様々歩いていった中では、評価をいただいた

ところです。 

 そうしたことはしっかり私たち、認識しておりま

す。 

 逆に、高齢者から今度、50代、60代前半それか

ら、20代から30代といったところはですね、電話予

約は、ほぼほぼ使われない。 

 もうスマホで皆さん十分予約していただいたとい

うのが実績ですので、今、委員御心配の件について

は、行政運営全般に対して、そうした対応というの
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は全部デジタルにして、電話を含めて対応しないと

いうことではないですので、そこは、私どももきっ

ちり認識をしてですね、進めていきたいというふう

に考えておりますので、個別のですね、こういうケ

ースというのは、ちょっと計画には書き切れません

ので、しっかりとそうした弱者対策というのは、行

っていくという項目を挙げていますので、そこで対

応していくということで認識していただければと思

います。 

○村椿敏章委員 今の言葉、いいと思います。 

 32ページの推進体制というところなのですが、こ

れも要は、約５年の中でつくり上げていくような、

そういう計画ですよね。 

 かなり職員には負担のかかるものだと思います。 

 若手グループも組織して始まっているということ

なのですが、一般の業務も当然あるわけで、今まで

やっていた業務とこの推進体制の中に入る業務、ど

うやってね、続けて行かせるというか、非常に難し

いのかなと思うのですが、私としてはやっぱり、人

の確保が必要なのではないかなと思うのです。 

 今350人を上限にという、行革のね、目標もあり

ましたけれども、でも、それは基本ということでや

っぱりこのデジタル化をしっかりと進めるという

か、職員に負担を多くさせないためには、人を雇用

する、そこも当然必要だと思うのですけれども、そ

の辺についてはどんなふうに考えているのでしょう

か。 

○秋葉孝博企画総務部長 ちょっと前段の、行革の

話にちょっと戻りますけれども、やっぱり今、市政

運営をしていく中で、突発的な業務、相当ありま

す。 

 ですから、このデジタルに限らずですね、庁舎の

供用開始もありますし、コロナ対策もありますし、

今ここが頑張りどころだというふうに認識をしてい

ます。 

 先ほど、行革の中で説明させていただきました

が、350名は上限ではないのです。 

 前回の４次行革では350名を上回らないという、

それを上限にしたわけですが、今回は350名を基本

にしてですね、そこを柔軟な対応をしていくという

ことで、ＤＸも含めて育児休業、それからワクチン

の体制も含めて、そこは柔軟に対応していきたいと

いうふうに考えております。 

 ＤＸだけで人を増やすだとか、そうした考え方は

ないのですが、そこは総合的に判断をしていきたい

と考えているところです。 

○村椿敏章委員 ＤＸだけでは、単純に増やすとい

うことではないよと。 

 やはり、今の、行政運営のさっきの行革の中で書

いてあったのは、行政の今までやってきたことを、

継承できなくなってきている状況もやっぱりあると

いうことですから、新人をね、やっぱりどんどん育

てていくというのが必要ですし、あわせて要はこの

ＤＸと若干かぶさる部分もあって、こんなふうな話

をさせてもらっているのですけれども、これに特化

して、人を増やすというのはないけれども、行政運

営を継承していくためには、新しい職員をね、何人

ぐらいずつ入れていくとか、そういうところも当然

必要になってくるのではないのかなと思うのですけ

れども、どうでしょうか。 

○平賀貴幸委員 ＤＸで話す話ではないよ。 

○小田部照委員長 村椿委員、このＤＸ推進計画に

沿った質問をしていただきたいと思います。 

○村椿敏章委員 違うのか……わかりました。 

 失礼しました。 

 要は、職員に負担がかからないような、そういう

対応もしてもらいたい。 

 そういう部分でいったら、先ほどの350人を上限

というのではなく、ある程度、弾力的に運用してい

きたいというところだというのは理解しました。ぜ

ひ、職員の負担にならないように進めていただきた

いなと思います。 

○小田部照委員長 ほかの委員いかがでしょうか。 

○平賀貴幸委員 すいません、ちょっと不思議だっ

たので確認させていただきたいのですけれども、障

がい者福祉だとか、ひとり親家庭への支援というの

は、社会福祉課の管轄で間違いなかったですよね。 

 ちょっとそこを確認させてもらっていいですか。 

 ごめんなさい、聞き方が悪かったですけれども、

ひとり親家庭というのは、女性に対する支援のこと

なのですけれども、働くというので、その辺社会福

祉課の管轄ではなかったでしたっけ。 

○山縣叔彦デジタル化推進室参事 子育て支援課に

なると思われます。 

○平賀貴幸委員 わかりました。 

 それであってもちょっと不思議なので伺いますけ

れども、まず28ページ、誰一人取り残されないデジ

タル化のところに、障がい者やひとり親世帯、ひと

り親、未婚のひとり親になったり、結婚していた

り、いろいろひとり親いますけれども、そこを管轄
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する課の名前がない。 

 それから31ページ、地域社会のデジタル化、同じ

くその障がい者や、ひとり親の方々を管轄する課の

名前が入ってないのですけれども、誰一人取り残さ

ないのだったら、そこも担当課に当然入ってくるの

だと思いますし、将来の働き手を考えていくと、デ

ジタル化が進むから障がいのある方々が働けたりす

るようにさらになってくるだとか、そういった環境

を整えていかなければいけないし、ひとり親につい

ても同じようなことが言えると思うので、担当には

そこも入ってこなければいけないのではないかなと

思うのですけれども、何で入ってないのですかね。 

○山縣叔彦デジタル化推進室参事 こちらの具体的

な取組に関しましては、主な取組とですね、担当の

課がリンクしておりまして、概要としまして、そこ

の進む方針として概要に示しておりますけれども、

そこの主な取組にそこの担当課から、今後、具体的

な施策が上がってきた段階で、担当課に入れていく

ような形をとりたいと思っております。 

○平賀貴幸委員 そうすると、今のところはそうい

う担当課から、このＤＸを活用して、新たな働き手

にしていくとか、生活の向上を図るとかという政策

というのは上がってきていないということですか。 

○山縣叔彦デジタル化推進室参事 そういうことで

ございます。 

○平賀貴幸委員 そうですか。 

 そこをですね、デジタル化にはとても大事なとこ

ろで、なぜかというと、労働人口が減少していくと

いう大きな社会問題があって、網走市ももちろん、

その真っただ中にいるのですよね。 

 そこに備えていくための、対応するためのＤＸで

もあるはずなので、だとすると、今なかなか働き手

としてうまく活用できていないというか、活躍でき

ていない層をターゲットにしないで、デジタル化の

ＤＸの計画をつくるって、いいのですかそれでとい

うふうに思えるのですけれども、どうなのでしょう

か。 

○秋葉孝博企画総務部長 今委員お話しのことはよ

く理解できます。 

 ただ、ＤＸ推進計画として、幅広に全部を広げて

ですね、計画をつくるということもあったのです

が、ここの４以降については具体的な取組で、今時

点でこの５年先で取り組めることをまとめたという

状況です。 

 今のお話も、参考にさせていただきながらです

ね、そうした事業の構築ができれば随時ですね、こ

の計画については、追加というのですかね、やっぱ

り、これデジタル化って非常に難しくて、全部を乗

せて動くというよりは、当面動けることを動いてで

すね、今みたいな御指摘も踏まえて、追加修正、そ

れは１年間に１回でもなくですね、その都度、会議

をもってそうしたものがあれば追加していきたいと

思いますので、そういった所で対応してまいりたい

と思います。 

○平賀貴幸委員 そういう答弁であれば理解はさせ

ていただきたいというふうに思います。 

 昨日たまたま、審議の中で、先進地の視察に行く

という話があって、そのときに長野県の塩尻市も一

つの対象になっていますというふうに答弁がありま

した。 

 これ総務なのですけれども、実はその塩尻市は、

我々の委員会の中で、遠隔で、リモートで行政視察

させていただいたときに、今御指摘させていただい

たような点が、大変先進的に取り組まれている地域

なものですから、せっかく視察に行くのであれば、

そこが大事な肝になるので、ぜひ、総務だけではな

くてですね、企画のほうでもなのかな、デジタル化

推進室のほうなのかな、そこはあれですけれども、

一緒に施設に行くぐらいですね、見ていただいて、

政策に生かしていただければと思います。 

 以上です。 

○小田部照委員長 ほかの委員いかがでしょうか。 

○永本浩子委員 なかなか私たちも、このデジタル

化に関しては、勉強しながら推進していくという形

になるかと思うのですけれども、推進体制で既に若

手グループが立ち上がって、行動、検討を起こして

くれているということなのですけれども、全庁的に

いろんな課からメンバーがそろってきているようで

すけれども、今の構成としては何人ぐらいの体制で

構成されているのでしょうか。 

○山縣叔彦デジタル化推進室参事 現在ですね、若

手職員６名で構成されております。 

○永本浩子委員 ６名で、それぞれいろんな課から

出ていただいているということで、この６名の選出

とかはやっぱり、それぞれ自分からという形とか、

上司の推薦とかという形で選ばれたのでしょうか。 

 どんな形で選出された６名なのでしょうか。 

○山縣叔彦デジタル化推進室参事 その辺はです

ね、職員課と相談しながら、内部調整も含めまして

人選をしまして、選定させていただきました。 
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○永本浩子委員 これからの網走市を担って立つ大

事な人材だと思いますので、ぜひこのメンバーで頑

張っていただいて、健闘をしていっていただきたい

と思っています。 

 また、このワーキンググループというのは、これ

とはまた別で、項目ごとにテーマを検討するメンバ

ーを募るということで、こういうワーキンググルー

プというふうになっているのでしょうか。 

○山縣叔彦デジタル化推進室参事 ワーキンググル

ープに関しましては、取組として、例えば行政手続

のオンライン化であったりとか、ガバメントクラウ

ドに移行とか、全庁的に進めなければならない部分

でありますので、その部分に関しましては、やっぱ

り横串を刺す必要があるので、ここで横串を刺して

デジタル化でちょっとリードしながら、あと、デジ

タルフェローであったりとか、参与の協力もいただ

きながら、業務を進めていくためにワーキンググル

ープを設定するものであります。 

○永本浩子委員 そうすると、この若手グループと

はまた別のメンバーが、このワーキンググループと

いうことで、構成されるということになるのだと思

います。 

 多分、行政のデジタル化等は、やっぱりデジタル

化しやすい業務を、先に多分優先しながらやってい

かれるのではないかなと思うのですけれども、そう

したこの業務をデジタル化する場合に、見える化と

いうか、業務を一つ一つの手順を数値化したりしな

がら、それがデジタル化することによって、どれぐ

らいこの効率が上がったかということもきちんとこ

う示しながら、進めていくことが大事だと思うので

すけれども、フェローとか参与の方がいらっしゃる

ので、言わなくても全然わかっていることとは思い

ますけれども、そういったことも、私たち議員とか

市民の方にも周知しながら、このデジタル化が進ん

でいる状況とか、それによって、かなり効率的に業

務ができるようになった、市民サービスが上がって

きたということを、周知し、示していくことが大事

かと思うのですけれども、その辺のところはどのよ

うに考えていらっしゃるのでしょうか。 

○山縣叔彦デジタル化推進室参事 デジタル化推進

計画に関しましては、計画の見直しを随時行ってい

くものでございます。 

 その中で、委員おっしゃるとおり、どれだけあっ

たかというのも示せるように検討して、ほかのＤＸ

計画、他市町村のＤＸ計画も、その辺も、そのＫＰ

Ｉとかはどうなっていくかとかございますので、そ

の辺研究しながら検討してまいりたいと思います。 

○永本浩子委員 ぜひやっぱり見える化というのが

やっぱり大事かと思いますし、そういったことを市

役所が示していくことによって、網走市内全体のデ

ジタル化に向かって進んでいけるのではないかなと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 私のほうからは以上です。 

○小田部照委員長 ほかの委員いかがですか。 

○立崎聡一委員 28ページの誰一人取り残されない

デジタル化、やっぱりそこ、僕ら世代でもすごく不

安な要素だというふうに思います。 

 誰一人というのは無理なのですけれども、やはり

一人でも多くの方に、やっぱりきちんとデジタル化

というのはどういうものなのか、いかにいいものな

のかという言い方がいいのか、便利なものなのかと

か、そういうところをやっぱりやってもらうという

か、理解してもらって、理解するためにはやっぱり

触ってもらって、実際やってもらわないと、僕らも

よくこんなすばらしいものを皆さん今持っているの

ですけれども、使ってみて初めてわかる、いいとこ

ろと悪いところがあってという感じなのですけれど

も、その辺を含めて、やっぱり僕個人的に思うの

は、高齢者だとかはやっぱり大変だなと思うのです

けれども、その辺、先ほどからいろいろ説明があっ

たので、きちんと対応されると思うのですけれど

も、その辺だけは、やはり、結構大変だと思うので

すよ。 

 そこら辺をきちんと踏まえてやっていただけれ

ば、決して害になるものでは全然ないですよ。 

 これから必要なことだと思うので、そこは取り進

めていただきたいなというふうに思います。 

 本当に頑張っていただきたいなというふうに思い

ます。 

○小田部照委員長 質問いたしませんか。 

○立崎聡一委員 お答えは……していただきたいの

ですけれども、頑張ると信じていきますので。 

○秋葉孝博企画総務部長 よくそこは意を用いてま

いりたいと思います。 

 一番いいのはですね、良くなったねというのを、

何も意識しないで良くなったねというふうに感じて

いただけるのが一番かなと思います。 

 ただ、これやっぱり行政ですから、個人情報も扱

いますので、マイナンバーだとかですね、スマホを

持たなくても、高齢者の方がマイナンバー１枚持っ
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てくればですね、手続は全てそんなに紙も書かない

で終われるというようなそうしたところも当然目指

しているところですので、ちょっと恐らく時間はか

かると思います。 

 例えば、施設予約を今やっていますけれども、そ

れほど予約層というのは多いのかというのもありま

すし、まず、基本的な最低限の、そうしたシステム

っていいますか、そうしたものをそろえた上で、い

かに効率よくできるか、これやっぱり考えながら、

ケースバイケース、失敗も繰り返しながらやってい

きたいと思いますので、基本的には、デジタルだと

いう意気込みみたいのではなくてですね、市民の皆

さんには、よくなったねって言っていただけるよう

に、これ何年先になるかちょっとはっきり言えませ

んけれども、そうしたことを念頭にやっていきたい

と思います。 

○小田部照委員長 ほかの委員いかがでしょうか。 

○山田庫司郎委員 アナログ派の私がですね、デジ

タルの話をするのはちょっとおこがましいところも

ございますけれども、今、立崎委員からあったよう

に、こういう形で手元にｉＰａｄで今対応させてい

ただいています。 

 今日聞いたのはＤＸの推進計画です。 

 まず、ここから動き出して、いろんな課題は出て

くると思います。 

 そして、課題もある程度想定しながら、先ほどあ

ったように、一人もやっぱり取り残さない優しいと

いう表現も含めてですね、されていますから、取り

こぼし、ちょっと外れてくるような方にどういう手

を添えていくかということも含めて、動きながら対

応していくことも大事かなとこんなふうに思ってい

ます。 

 ただ、一番やっぱり心配しているのはですね、庁

内のやっぱり職員の人材育成だというふうに思うの

です、将来のね。 

 今、参与の方たちも含めて、いろいろ協力いただ

いていて、やっぱり知識をどんどん利用させていた

だいて、職員の中にやっぱり核になるものをやっぱ

りつくっていくと、こういうこともやっぱり視点に

持っていますから、ぜひこの辺の実行も含めてお願

いしたいのと、教育現場で私が心配しているのは、

先ほども出ていました、先生なのですね。 

 子供たちはある程度対応できると思います。 

 私の孫も、もう私より使いますから、そういう意

味では教師の皆さんに、短期的な部分でもいいか

ら、そういうやっぱり知識のある指導できる人を

ね、何人か配置してあげて、いろいろ指導していた

だくことも私、考えるべきではないかなというふう

に思っている一人なのですが、そんな対応も含めて

ね、ぜひ動き出していただきたいと。 

 それと、令和６年度には新庁舎ができて、今度、

新たな庁舎で業務が始まることになりますから、そ

れまでの間に、いろんなことが進んでくると思いま

すのでね、ぜひ、先ほどから職員の私も心配をして

いまして、パソコンがいろいろ廃止されたときにや

っぱりついていけなくて、定年に近い職員が辞めて

いったような状況もあったのかなというふうに思っ

ているところもありますので、そういうことがやっ

ぱりないようなことも含めてですね、新庁舎に引っ

越しをするとき、新しい業務がぱっと動き出すこと

になる事前にですね、やっぱりいろんな対応を含め

てやっていっていただければなと、こんなふうに思

うのですが、もし見解があれば、御答弁いただけれ

ばと思います。 

○秋葉孝博企画総務部長 教員についてはですね、

若い教職員は全く問題ないと思うのですね。 

 これ大学でやっているのがもう既にＧＩＧＡスク

ール的な教材を使って既にやっていますので、今、

ある程度の年齢、私みたいなですね、どちらかとい

うとベテランが戸惑うこともあると思います。 

 それについては、これは教育委員会のサイドにな

りますので、教育研修も、センターを持っています

し、そこは教育委員会のほうで進めるものと思いま

す。 

 職員の負担というのはですね、それを掛けずに、

これはなし得ないというのは、これは幾ら人を増や

そうが、何をしようがですね、やっぱり一定の負荷

がかかっている、今現在もかかっていますし、これ

からもかかるというのは、その中でどうやってその

人材をつなぎ止めて育成をして、次の世代へつなげ

ていくかというのは、大きなテーマでなかなか難し

い課題だと思っています。 

 この辺は、コミュニケーションをどうやって取っ

ておくのか、職場の監督である課長クラスも含め

て、職員課も入りながらですね、それは育成に努め

ていきたいと思います。 

 基本的に今回補正でも上げさせていただきました

が、ワンスフロアストップサービスというのもです

ね、庁舎ができたときに新しいものが入っても、こ

れ対応できませんので、なるべくですね、この２年
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間、４年と５年で可能なものはまず、この旧庁舎で

入れてしまって、その上でいろいろ問題、課題を整

理した上で、供用開始の６年ですか、ここの庁舎に

合わせていきたいというふうに、そうした考えを持

っております。 

○山田庫司郎委員 今、御答弁いただきまして、や

っぱり６年からスタートする時点、その前からでき

ることはぜひやりながらですね、市民にもやっぱり

迷惑かけないような形で、スタートできればと僕も

思っていますので、ぜひその辺をお願いしたいと。 

 僕も職員のことを心配しているのは、すぐ入れろ

とかそういうことではなくて、これがまたデジタル

が推進すれば、人はある程度少なくて済む状況も生

まれるかもしれません。 

 だから、三、四年のために、わーっと人を入れて

も、これ大変なことになる部分もあるのかもしれま

せん。 

 僕が言うのもおかしいですけれども、ただ、臨時

的な対応も含めて必要なときにはしっかり体制も含

めて、やっていくことを最後お願いして、質問を終

わります。 

○小田部照委員長 ほかに。 

○永本浩子委員 すいません、さっき聞き忘れてし

まいまして、申し訳ありません。 

 先ほどの若手グループのメンバーなのですけれど

も、女性もやっぱり入っているのでしょうか。 

○山縣叔彦デジタル化推進室参事 女性もメンバー

の中に入っております。女性２名ですね。 

○永本浩子委員 ６名中２名ということで、安心い

たしました。 

 あとちょっと心配なのが、マイナンバーカードの

普及促進なのですけれども、この出張窓口、大変い

いことだと思いまして、こういった形で市役所が皆

さんの住民の中に入っていくというのはとても大事

なことだと思うのですけれども、その手前で、この

マイナンバーカードに対する理解とか不安に思って

いる点を払拭するとかということが、やっぱりとて

も大事になってくると思うのですね。 

 私のところにも、盛んにテレビ等、コマーシャル

等も通じて、マイナンバー、マイナポイント幾らと

かというのが流されたときも、本当にこのマイナン

バーカードって情報が漏れないのだろうかとか、そ

ういったいろんなこの質問とかが結構来たのです

ね。 

 こちらでちゃんと対応できるところは、資料等も

そろえてお話ししたら、納得していただけたのです

けれども、やっぱり、漫然としたこの不安感みたい

なところが、できるだけ早くきちんと払拭できるよ

うな、そういった対策がとても大事になってくるの

ではないかと思うのですけれども、その辺はどのよ

うにお考えでしょうか。 

○山縣叔彦デジタル化推進室参事 具体的な取組の

中でマイナンバーカードの普及促進というところが

ございまして、ここの具体的な施策を進めるところ

の担当部署に関しては、戸籍保険課ということにな

るのですけれども、マイナンバーカードの普及促進

に向けて、その不安を払拭するためにですね、関係

部署と協力してですね、デジタル化推進室として

も、どういったことを進めれば、不安の払拭につな

がるのかというのを研究して、検討してまいりたい

と思います。 

○永本浩子委員 これから検討ということになるか

もしれませんけれども、ぜひその辺よろしくお願い

いたします。 

 以上です。 

○小田部照委員長 ほかの委員いかがですか。 

 この件につきましては、以上でよろしかったでし

ょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、これをもちまして、総務経済委員会を

終了いたします。 

 お疲れさまでした。 

午後１時54分閉会 


